
事業の

必要性

第二浄化センターは、大和高田市、橿原市等の５市５町１村の汚水を処理する施設で
ある。

当該施設は、震災等により第二浄化センターが被災した場合に、流入する汚水を必要
最低限処理し河川まで流下させる施設の一部である。

このため、当該施設が被災した場合は、汚水の受け入れができず、住民生活に与える
影響が非常に大きい。

上位計画等 「大和川上流流域下水道事業計画」

事業の

有効性

（事業により
予想される
効果及び影

響）

・耐震化により大規模な地震が起きた場合の最低限の流下能力を確保するとともに、下
水道施設の被災による住民生活や都市機能への影響を最小限に抑える。

コスト縮減へ
の取組み

地元情勢等

他計画他事
業との関連

事業名 補助流域下水道建設事業

（耐震補強事業）

路線名等 大和川上流流域 第二処理区
流出水路

箇所名 北葛城郡広陵町萱野

【担当課：下水道課】事業箇所総合評価シート

目 的 第二浄化センター処理場内の流出水路等の耐震化を行い、地震災害時に最低限の流
下機能を確保する。

事業内容 流出水路耐震化

着手年度 平成２５年度 完成予定年度 平成２７年度 全体事業費 １４０百万円

評価結果 左 の 理 由

採択 早期に必要な耐震対策と認められるため採択とする。

【位置図】
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